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利用調整 

 
保育の必要性の認定後、保育施設利用の可否を判断する利用調整を行います。 

保育の利用に関する規則において定められた利用調整基準表は、保育を必要とする事由による『基本指数』と家庭状況

や保育先による『調整指数』により構成されています。『基本指数』と『調整指数』の合計点により保育の必要性の度

合いを点数化して利用調整を行い、点数が高い方から利用を決定することになります。 

 

基本指数及び調整指数は、申込締切日までに提出があった書類をもとに、入園月の状況で審査を行います。 

 

●希望施設に受入れの余裕がない場合など、利用申し込みをされてもご希望に添えないことがあります。 

●申込書記載の施設以外は利用調整いたしません。複数の施設を希望される場合は、希望する順に申込書に記入してく

ださい。（希望する園の数に上限はありません） 

●きょうだいのいる保育園への転園を希望する場合は、そのきょうだいが在園している園のみを希望される場合に限

り、加点（＋３）を行います。きょうだいが在園されている園を含み、複数の園を希望された場合は、減点（－１）で

の審査となります。 

 

 

  

 

利用調整の結果、より保育の必要性が高い方の決定によって受入れ枠が埋まってしまうとそ

れ以上は入園できません。また、希望している施設以外に空きがあったとしても、希望する

施設のみを審査するので、結果が保留になることがあります。なお、園における児童の状況

や保育士の配置状況などにより、空き状況が変わることがあります。 

施設に空きがあるのに、保留になるときはどのようなときですか？ ？ 

4月入園（一次）：公開しません。空きによらず希望する施設を記入してください。 

4月入園（二次）：印西市ホームページにて2月初旬に公開します。 

5～３月入園：印西市ホームページにて申込受付期間の20日頃に公開します。 

※園における児童の状況や保育士の配置状況などにより、空き状況が変わることがありま

す。 

空きがある施設はどこですか。 ？ 印西市 保育園 空き状況 
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【保育の利用調整基準表】 
１ 基本指数 

 

  

No. 類型 細目 基本指数 

１ 就労 月160時間以上の就労を常態又は単身赴任 11 

月140時間以上160時間未満の就労を常態 10 

月120時間以上140時間未満の就労を常態 9 

月100時間以上120時間未満の就労を常態 8 

月80時間以上100時間未満の就労を常態 7 

月60時間以上80時間未満の就労を常態 6 

2 母親の出産 出産予定日を含む月及びその前後2か月間 11 

３ 保護者の疾病

等 

疾病 入院 おおむね1か月以上の入院 12 

居宅 
療養 

常時臥床 おおむね1か月以上臥床 12 

精神等 
医師が長期加療（安静）を   
要すると診断した場合 

10 

一般療養 

医師がおおむね1か月以上加療
(安静）を要すると診断した場合 

9 

上記以外で保育が困難であると
認められる場合 

8 

障害 身体障害者手帳1級又は2級、療育手帳○A・Aの1・Aの2、精
神障害者保健福祉手帳１級を所持している場合 

12 

身体障害者手帳3級～6級、療育手帳Bの1・Bの2、精神障害
者保健福祉手帳２級又は3級を所持している場合 

10 

４ 病人の看護等 看護 

介護 

付添 

居宅外 
おおむね１か月以上入院して
いる親族の入院付添に当たっ
ている場合 

12 

居宅内 

寝たきり又は心身障害である
親族の常時介護等に当たって
いる場合 

12 

心身の傷病及び障害により常
時看護又は介護が必要と認め
られる場合 

8 

居宅外・居宅内 その他の病人等の介護等 8 

５ 災害復旧 火災、風・水害等による災害の復旧に当たる場合 12 

６ 求職活動等 求職又は開業予定のため日中外出を常態としている場合 5 

７ 

就学又は職業
訓練 

学校教育
法に定め
る学校、職
業訓練施
設等に就
学又は通
所してい
る場合 

月160時間以上の就学を常態 1０ 

月140時間以上160時間未満の就学を常態 ９ 

月120時間以上140時間未満の就学を常態 ８ 

月100時間以上120時間未満の就学を常態 ７ 

月80時間以上100時間未満の就学を常態 ６ 

月60時間以上80時間未満の就学を常態 ５ 

８ 虐待・配偶者か
らの暴力など 

虐待・配偶者からの暴力等により特に保育が必要と認める状態にある
場合 

12 

９ 育児休業 
育児休業を取得している場合 
※育児休業取得前に既に保育所等を利用していた子どもに限る。 

5 

10 その他 上記類型に類する状態にある場合 
※類する項目

に準ずる 
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２ 調整指数 
番号 条件 必要な書類 調整指数 

１ 
両親不存在又はひとり親世帯（死亡、離別、行方不明、拘禁、未婚、離婚調停

中の別居等） 

戸籍謄本（写し可） 

呼び出し状等 
＋3 

２ 
保護者のいずれかが市内の保育所等に勤務（育児休業中で入園時に仕事に復帰

しない場合を除く。以下同じ。）する保育士の場合 

就労証明書 

保育士証 
＋3 

３ 

保護者のいずれかが、市の非常勤職員に登録中の保育士（入園時に保育士とし

て就労することができる状況にある者に限る。）の場合（２に該当する場合を除

く。） 

申立書 

保育士証 
＋3 

４ 

保護者のいずれかが、幼稚園に勤務する保育士資格を有する者又は認可外保育

施設若しくは市外の保育所等に勤務する保育士（国家戦略特別区域限定保育士

を含む。）の場合（３に該当する場合を除く。） 

就労証明書 

保育士証 
＋1 

５ 生活保護法による被保護世帯  ＋2 

６ 
生計中心者が整理解雇、倒産その他自己の責めに帰すべき理由によらない離職

による求職中の場合 
申立書 ＋2 

７ 産後休暇又は育児休業が終了し、同一の職場に復帰する場合 就労証明書 ＋2 

８ ６５歳未満の同居の親族、その他の者が保育可能な場合  －3 

９ 
市外から転入（転入予定）の児童が転入前の市区町村において保育所等を利用

している場合 
在園証明書 ＋2 

１０ 
認可外保育施設の利用を常態とする児童が申込をする場合（市内在住者に限

る） 
利用契約書の写し ＋2 

１１ 
通所している保育所等の閉所又は利用対象年齢の満了に伴い、別の保育所等の

利用申込みをする者 

申立書・在園証明

書（市内在園の場

合省略可） 

＋６ 

１２ 兄弟姉妹２人以上で同時に利用申込みをしている場合  ＋１ 

１３ 
兄弟姉妹が既に保育所等を利用しており、同一の保育所等の利用を希望してい

る場合 
 ＋３ 

１４ 
利用申込みにおいて希望した保育所等に入園した後に、他の保育所等への転園

を希望する場合（兄弟姉妹が利用している保育所等への転園を除く） 
 －１ 

１５ 
出産の理由により市内の保育所等を退園した子ども又は当該出産以降に出生

した子どもの保育を希望する場合 
申立書 ＋３ 

１６ 児童福祉等の観点から特に調整が必要と認められる場合  ＋1～＋６ 

１７ 待機期間が１年以上経過している者  ＋2 

１８ 待機期間が６か月以上経過している者  ＋1 

１９ 特別な支援を要する子どもの保育を希望する場合  ＋1 

２０ 市外在住者（利用開始までに転入する者を除く）  －6 

２１ ６か月以上保育料を滞納（申込み児童以外の滞納分を含む）している場合  －6 

２２ 
利用調整により決定した保育所等の利用を辞退した場合（辞退した利用月の翌

月から１年間に限る。） 
 －2 

２３ 希望する保育所等に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できる場合 確認票該当欄に☑ -30 

①基本指数及び調整指数を決定する基準日は、入所希望月の書類提出締切日とします。 

②基本指数は父母それぞれの指数を合算し、世帯の指数を決定します。（ひとり親世帯の場合は、当該ひと

り親の指数と11点を足したものを基本指数とします。また、父母がいない場合は、その他の保護者で基

本指数を設定します。） 

③保護者が保育を必要とする事由が複数ある場合には、原則として指数の高い状況を適用します。 

④期限内に保育の必要性を証明する書類の提出がなかった場合は、求職中（就労先未定）として利用調整

を行います。 

⑤就労状況については、契約上の勤務日数・時間だけでなく、実績も含めて指数を決定します。 

⑥就労時間には、時間外勤務時間、通勤時間は含みません。ただし、休憩時間は含みます。 

⑦調整指数は保護者からの申請に基づき、必要な書類が提出された場合に適用します。 

➇必要な書類の「就労証明書」又は「申立書」には、調整指数の対象となる内容がわかる記載があった場

合のみ有効です。 

⑨調整指数２３を条件とする審査を希望した場合、復職希望月までは待機期間としてカウントしません。

また、以前から継続して申請しており、待機期間が6か月を経過している場合でも加点は抹消されます。 
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 ３ 基本指数と調整指数の合計が同一の場合の優先順位 
１ 印西市民である者（利用開始までに転入する者を含む） 

２ 当該保育所等の希望順位が高い者 

３ 
通所している保育所等の閉所又は利用対象年齢の満了に伴い、別の保育所等の利用申し込みをす
る者 

４ 児童福祉等の観点から特に調整が必要と認められる者 

５ 
保護者のいずれかが市内の保育所等に勤務する保育士又は市非常勤保育士に登録中の保育士であ
る者 

６ 待機期間が長い（ただし、利用申し込みを一旦取下げた場合、取下げ前の待機期間は除く。） 

７ 両親不存在又はひとり親世帯（死亡、離別、行方不明、拘禁、未婚、離婚調停中の別居等） 

８ 生活保護法による被保護世帯 

９ 
兄弟姉妹が既に保育所等を利用しており、同一の保育所等の利用を希望している又は兄弟姉妹２
人以上で同時に利用申し込みをしている者 

10 市町村民税所得割額の合計が低い世帯 

11 基本指数が高い世帯 

  

 

  


